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松岡ゼミ・山本ゼミ対抗ディベート

2010年1月6日

１）ケース

Ｘは、会社Ｔ1（東辰）から建物を賃料１か月500万円で賃借し、毎月末日に翌月分の賃料をＴ1がＡ銀行に有す
トウシン

る口座甲に振り込んで支払っていた。そのほか、Ｘは、かつて、会社Ｔ2（透信）から通信用紙等を購入し、そ
トウシン

の代金をＴ2（透信）のＦ銀行Ｕ支店の口座乙に振り込んで支払っていたが、数年前にコピー用紙を購入してそ

の代金を支払ったのを最後に取引はなく、債権債務関係はなかった。また、Ｘは、送金手数料を節約するため、

受取人の口座銀行と同一の銀行に振込依頼をすることにしていた。

Ｘは、Ｔ1（東辰）に対し、2008年12月分の賃料500万円を支払うため、同年11月28日（金）に、取引先のＢ銀

行Ｏ支店に500万円の振込依頼をしたが、その際、社内の連絡ミス等により、手続きを担当した従業員に、Ｔ1（東

辰）に対する振込手続をＴ2（透信）に対する振込手続と誤って、振込先をＦ銀行Ｕ支店との指示が伝えられた

ため、Ｔ2（透信）の口座乙に500万円が入金記帳されてしまった。

この誤振込みが12月1日（月）の午後4時すぎにわかったため、Ｘは、翌2日の9時にＢ銀行Ｏ支店に連絡し組戻

しを依頼したが、Ｏ支店からは「すでにＴ2に対して入金記帳がされていたため、Ｔ2に誤振込みの連絡をしたが、

Ｔ2の責任者が不在でその同意を得られなかったため、組戻しはできない」との回答を受けた。ＸからもＴ2に対

して同意を求めたが、代表者が不在というばかりで誤振込金の返還について、明確な回答は得られなかった。同

月3日、Ｘは、Ｘ・Ｔ2間に最近取引関係がないことはＴ2の従業員を通じても確認できたため、その事情をＦ銀行

Ｕ支店に伝え、払戻請求には応じないよう依頼した。Ｕの支店長は、最初は依頼には応じられないと答えたが、

Ｔ2の乙口座における入出金が最近1年間Ｘからの振込み以外にはなく、残高も501万余円にすぎないとわかった

ため、Ｘの申出を了承した。

翌4日にＴ2名義の預金通帳と届出印を持参した者（誰かは不詳）から乙口座の全額の払戻請求があったので、

Ｕ支店の支店長が事情を説明して直ちには応じかねると回答したところ、払戻を請求した者は、捨て台詞を残し

て退散した。

その後、同月15日になって、Ｔ2（透信）に対して貸金債権を有していたＹが、Ｔ2（透信）の口座乙を差し押

さえた。この場合に、Ｘは、Ｙによる強制執行の不許を求めることができるか。
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